
宮崎県社会福祉士会

一時保護所など

宮崎県

① 

一
時
保
護
・

施
設
入
所
措
置

こども

こどもの「想い」を尊重

親と子の間に立って
こどもの「最善の
利益」を尊重

審議会

③ こどもの声を代弁

・施設との調整 ・事業の協議
・報告（同意あり）

② 

訪
問
し
対
話

ひなたのアドボさん（仮＊）

・専門委員会
・リーダー会
・小委員会
・SV

先進地や他の
アドボケイト研究団体

児童相談所

＊ 支援員さんの呼称
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